
 

私立専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助金交付要綱 

 

平成２４年１月２３日 

２３生私振第１３２２号 

生活文化局長決定 

一部改正平成２４年４月２０日２４生私振第２３２号 

一部改正平成２５年５月１５日２５生私振第１５８号 

一部改正平成２６年５月２９日２６生私振第３５２号 

一部改正平成２７年５月１日２７生私振第３５号 

一部改正平成２８年４月１日２８生私振第１５号 

一部改正平成２８年１１月１１日２８生私振第１０９９号 

一部改正平成２９年４月３日２９生私振第１０１号 

一部改正平成３０年６月２７日３０生私振第６１０号 

一部改正令和元年７月１２日３１生私振第５９８号 

一部改正令和２年３月１９日３１生私振第１８７４号 

一部改正令和２年６月１９日２生私振第４９１号 

 

第１ 通則 

私立専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助金（以下「補助金」という。）

の交付については、被災児童生徒就学支援等事業交付金交付要綱（平成２７年４月９日

文部科学大臣裁定）、被災児童生徒就学支援等事業実施要領（東日本大震災）（平成２

７年４月９日文部科学大臣裁定）第２ ５、被災児童生徒就学支援等事業実施要領（大

規模災害等）（平成２８年１１月３０日文部科学大臣裁定）第３ ５、東京都私立学校

教育助成条例（昭和５３年東京都条例第１０号。以下「条例」という。）第４条及び地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３２条の２の規定によるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

第２ 補助の目的及び補助対象期間 

  この補助金は、東京都内に所在する私立の専修学校及び各種学校を設置する者（以下

「設置者」という。）が、東日本大震災又は大規模災害に起因する事情により保護者の

家計が急変した幼児児童生徒（以下「生徒等」という。）へ授業（保育）料、入学（入

園）料、施設整備費など実質的に授業料と同等と見なすことができる納付金（以下「授

業料等」という。）の減免措置（以下「補助事業」という。）を行う場合において、都

はこれに必要な経費の一定割合について予算の範囲内で補助金を交付することにより、

生徒等の就学機会の確保に資することを目的とする。 

  ただし、大規模災害に起因する事情により行う減免措置については、補助対象期間を

大規模災害発災後の支援初年度から３年以内とする。 

第３ 補助対象者 

 この補助金の交付の対象者は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及

び第１３４条の規定により、東京都内に所在する私立の専修学校及び各種学校を設置す

る者とする。 

 ただし、支援初年度の翌年度以降について、大規模災害に起因する事情により授業料

等の減免措置を行う場合においては、原則として専修学校専門課程、小学校・中学校・

大学段階の各種学校を設置する者のみを対象とする。 

２ 暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排条

例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係

者をいう。以下同じ。）及び次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助金の交付の対象

としない。 



 

(1)  暴力団（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

(2)  法人その他の団体の代表者、役員並びに評議員及び教職員等又は使用人その他の従

業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの 

第４ 用語の定義 

１ 東日本大震災 

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法

律第４０号）第２条第１項に規定する災害で、東日本大震災に対処するための特別の財

政援助及び助成に関する法律第２条第２項及び第３項の市町村を定める政令（平成２３

年政令第１２７号）第２条第１項及び第２項に規定する区域（以下「東日本大震災特定

被災区域」という。）での災害をいう。 

２ 大規模災害 

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和３７年法律第１５０

号。）に基づき、激甚災害（本激）に指定され、尚且つ甚大な被害をもたらした災害（地

震は最大震度が７以上であるものに限る。）のうち、文部科学大臣が支援を行うことが

必要と認める災害をいう。 

３ 保護者 

学校教育法第１６条に規定する保護者をいう。保護者がいない場合は、当該生徒等の

生計を維持している者を保護者とみなす。 

第５  補助事業 

１ 対象事業 

 設置者が行う、東日本大震災又は大規模災害に起因する事情による保護者の失職、倒

産、死亡等又は家屋の流失損壊等で家計が急変し、授業料等の納付が困難となった生徒

等に対する、当該費用の減免措置を対象とする。 

２ 対象となる課程 

（専修学校高等課程及び専門課程） 

ア 職業に必要な技術の教授を目的とするもの 

イ 修業年限が１年以上のもの 

ウ 当該課程の授業が年２回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明

確に定められているもの 

（専修学校一般課程及び各種学校） 

ア 職業に必要な技術等の教授を目的とするもの 

イ 修業年限（修業年限１年以上の課程に、通常他の修業年限１年以上の課程が継続

する場合には、これらの課程の修業年限を通算した期間）が２年以上のもの 

ウ 当該課程の授業が年２回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明

確に定められているもの 

３ 対象者 

(1) 東日本大震災による場合 

  東日本大震災による被災を起因とした事情で家計が急変し、授業料等の納付が困難

となった専修学校等の生徒で、補助金交付年度の４月１日から３月３１日までの間に

在学実績があり、補助金交付年度においても引き続き授業料等の納付が困難である生

徒とする。ただし、避難先に定住をした、又はすることの意思確認がなされた場合に

は対象外とする。 

(2) 大規模災害による場合 

以下の要件を全て満たす者とし、支援初年度の翌々年度は、前年度までに当該学校

へ入学した者のみ対象とする。 

  ア 大規模災害に起因して家計が急変し、授業料等の納付が困難となった専修学校等

の生徒で、補助金交付年度の４月１日から３月３１日までの間に在学実績があり、



 

補助金交付年度においても引き続き授業料等の納付が困難である生徒であること。 

    なお、避難先に定住した、又はすることの意思確認がなされた場合には原則とし

て対象外とする。ただし、被災した生徒等又は保護者が大規模災害の発災以前から

都内に在住していた場合等は、この限りではない。 

  イ 年収約５９０万円未満の世帯であること。 

４ ３に規定する生徒等には、学校が学籍に関する記録を残さない事実上の就学をしてい

る者も含むものとする。 

５ 東日本大震災又は大規模災害により被災したことの認定方法 

(1) 発災時に、生徒等又は保護者が東日本大震災特定被災区域又は大規模災害で被害の

あった市町村（以下「被災区域」という。）に在住していたこと。 

発災時に、生徒等又は保護者が東日本大震災又は大規模災害の被災区域に在住して

いたことは、下記により確認する。 

 ア 罹災証明書又は被災証明書による確認 

イ アによらない場合、発災時に、生徒等又は保護者が東日本大震災特定被災区域又

は大規模災害に係る災害救助法（昭和２２年１０月１８日法律第１１８号）の適用

を受けた区域に在住していたことを証する書類（運転免許証、健康保険証、住民票

等）による確認 

ウ その他知事が認める方法による確認 

  (2) (1)によらない場合、東日本大震災又は大規模災害による被災を起因とした事情で

あることを証する書類（勤務先の罹災証明書、被災証明書等） 

６ 家計が急変し、授業料等の納付が困難であることの認定方法 

東日本大震災又は大規模災害に起因する事情で保護者の家計が急変し、授業料等の納

付が困難であることは、下記により確認する。 

(1) 東日本大震災による場合 

ア 保護者の失職、倒産、死亡等により家計が急変したことを証する書類（雇用保険

受給資格者証、破産宣告書、戸籍抄本等）又は家屋の流失損壊等により家計が急変

したことを証する書類（罹災証明書（ただし、大規模災害による場合は半壊以上と

する。）、被災証明書等）による確認及び学校長が行う、保護者又は生徒等本人か

らの聞き取りによる確認 

ただし、家計が急変したことを証する書類による確認が不可能な場合は、学校長

は、保護者又は生徒等本人から家計の急変に関連する書類の提出を求めることとし、

それを基に保護者又は生徒等本人から詳細な聞き取りをすることで認定可能とす

る。 

イ その他知事が認める方法による確認 

(2) 大規模災害による場合 

  所得証明書等により確認する。 

  なお、大規模災害発災後の支援初年度又は翌年度において、所得証明書等による通

常の手続きでは確認が困難である場合には、以下の確認方法を用いて認定する。 

 ア 被災により主たる家計維持者が死亡したことが確認できる書類による認定 

 イ 被災により主たる家計維持者が離職・休職したことが確認できる書類による認定 

 ウ 被災により、市町村税の特別措置に基づく市町村民税、固定資産税等の減免を証

明する書類の確認による認定 など 

第６ 補助対象経費・補助限度額・補助率 

  学校種ごとの補助対象経費、補助限度額及び補助率は別表のとおりとする。 

第７  補助金の交付申請 

補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金交付申請書（別記第１号様式）に次

の各号に定める書類を添えて知事に提出するものとする。 



 

１ 減免対象者名簿（別記第２号様式） 

２ 生徒等又は保護者が東日本大震災又は大規模災害の被災区域に在住していたことを証

する書類又は東日本大震災又は大規模災害による被災を起因とした事情であることを証

する書類（勤務先の罹災証明書、被災証明書等） 

３ 経済的に就学が困難であることが確認できる書類 

(1) 東日本大震災による場合 

保護者の失職、倒産、死亡等又は家屋の流失損壊等により家計が急変した 

ことを証する書類 

ただし、家計が急変したことを証する書類による確認が不可能な場合は、学校長は、

保護者又は生徒等本人から家計の急変に関連する書類の提出を求めることとし、それを

基に行う保護者又は生徒等本人からの聞き取りの結果を詳細に記述することとする。 

(2) 大規模災害による場合 

所得証明書等、年収約５９０万円未満の世帯であり、経済的に就学が困難であること 

を証明できる書類。 

 ただし、大規模災害発災後の支援初年度又は翌年度において、所得証明書等による通

常の手続きでは確認が困難である場合には、以下の確認方法を用いて認定する。 

 ア 被災により主たる家計維持者が死亡したことが確認できる書類による認定 

 イ 被災により主たる家計維持者が離職・休職したことが確認できる書類による認定 

 ウ 被災により、市町村税の特別措置に基づく区市町村民税、固定資産税等の減免を

証明する書類の確認による認定 など 

４ 生徒等へ授業料等の減免措置を実施したことを証する書類  

５ 授業料等減免対象生徒等在学状況確認書（別記第３号様式） 

６ 生徒等が授業料等の減免に係る他の補助金及び東日本大震災又は大規模災害発災前か

ら既に授業料の減免を受けている場合、その額が確認できる書類 

７ 学則 

８  募集要項 

９ 事実上の就学者に対して減免措置を行った場合、事実上の就学者への授業料等の徴収

及び減免に関する根拠資料 

第８  補助金の交付の決定及び通知 

 知事は、第７に規定する補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、

補助金の目的に適合し交付を適当と認めたときは交付を決定し、補助金交付決定通知書

（別記第４号様式）により、交付しないことを決定したときは補助金不交付決定通知書

（別記第５号様式）により設置者に通知する。 

２  知事が認めた場合には、補助を受けようとする者が、第３ ２に規定する暴力団員等

であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する。 

第９  交付の条件 

補助金の交付の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため次の各号に掲

げる条件を付するものとする。 

(1)  補助金は、補助事業に要する経費に使用するものとし、この目的以外に使用し、又

は交付決定の内容に定められた執行方法に反して使用してはならないこと。 

(2)  補助事業は、補助金交付年度の４月１日から翌年３月３１日までに完了しなければ

ならない。この期間中に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、

速やかにその理由その他必要な事項を文書により知事に報告しその処理について指示

を受けなければならない。 

(3) 補助金を受けて補助事業を行う設置者（以下「補助事業者」という。）は、次のア

又はイのいずれかに該当する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

ア 補助事業の内容を変更しようとするとき。 



 

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

(4) 知事が東京都職員をして、この補助事業について、帳簿及び証拠書類等を調査させ

た場合又は報告を命じた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 知事は、(4)による調査又は報告により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付し

た条件に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って遂行すべきことを命

ずるものとする。 

(6) 補助事業者が(5)の命令に違反したときは、知事は、この補助事業の遂行について一

時停止を命ずることがあり、この場合においては、補助事業者は、指定する期日まで

に交付決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を採らなければなら

ない。 

(7) 補助事業者は、第７又は第１１の規定により提出した書類の内容に錯誤があること

が判明した場合は、速やかにその内容について文書により知事に報告しなければなら

ない。 

 (8) 上記のほか、知事が特に必要と認める場合は、条件を付すことができる。 

第１０  申請の撤回 

補助金の交付の決定通知に際して、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に

異議があるときは、当該通知受領の日から１４日以内に申請の撤回をすることができる

旨を通知するものとする。 

第１１ 実績報告 

補助事業者は、補助事業の終了後、実績報告書（別記第６号様式）を知事に提出する

ものとする。 

第１２ 補助金の額の確定 

  知事は、第１１の規定による実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により補助

事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めるときは、交

付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（別記第７号様式）により補助事

業者に通知する。 

第１３ 是正のための措置 

知事は、第１２の規定による審査又は調査により補助事業の成果が補助金の交付決定

の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に定める事項に適合しないと認めるとき

は、これに適合させるための措置を命ずることができる。 

第１４ 決定の取消し 

 知事は、この補助金の交付の決定を受けた補助事業者が、次の各号の一に該当した場

合は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 

(2) 補助金を他の用途に使用した場合 

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合 

(4) 条例第６条第１項の各号の一に該当する場合 

(5) 本要綱に基づく知事の処分又は指示に違反した場合 

（6） 補助事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員並びに評議員及び教職員

等又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに

至ったとき。 

(7) 第７又は第１１の規定により提出した書類に、不実の記載があった場合 

 (8) 第９の(7)に規定する報告を受けた場合 

(9) その他やむを得ないと認められる特別な事情が生じた場合 

２ １の規定は、第１２の規定による補助金の額の確定があった後においても適用するこ

とができるものとする。 

第１５ 補助金の返還 



 

 知事が、第１４の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者は、知事が指

定する期日までに、当該取消額を返還しなければならない。 

２ 知事が、第１２の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る補助金が交付されているときは、補助事業者は、知事が指定する期日までに、当該超

過額を返還しなければならない。 

第１６ 違約加算金及び延滞金 

 知事が、第１４の(1)から(7)までの規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部

を取り消した場合において、補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該補助金

の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合

におけるその後の期間については、既納額の控除した額）につき、年１０．９５パーセ

ントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければな

らない。 

２ 知事が、補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを

納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの

日数に応じ、その未納付額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１

００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

第１７ 他の補助金等の一時停止等 

  知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算

金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して交付すべ

き他の補助金等があるときは、当該未納の補助金等の額の限度において、その交付を一

時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。 

第１８ その他 

  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、条例、東京都私立学校教育

助成条例施行規則（昭和５３年東京都規則第８２号）及び東京都補助金等交付規則（昭

和３７年東京都規則第１４１号）の定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

附  則 

この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

附  則 

この要綱は、平成２４年度の補助金から適用する。 

附  則 

この要綱は、平成２５年度の補助金から適用する。 

附  則 

この要綱は、平成２６年度の補助金から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年度の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。 

附  則 

この要綱は、令和元年度の補助金から適用する。ただし、平成３０年度以前 

に本事業の対象となった災害に係る経費については従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和２年度の補助金から適用する。ただし、平成３０年度以前 

に本事業の対象となった災害に係る経費については従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
                                                  別    表 

東日本大震災対応分 

 

注１：補助金交付申請額は千円未満切捨てとなる。 

注２：私立学校等就学支援金（平成２２年４月１日付２２生文私振第７２号生活文化局長

決定）、公益財団法人東京都私学財団私立高等学校等授業料軽減助成金（平成２３年

４月１日制定）、高等教育の修学支援新制度により授業料減免を受ける生徒、その他

授業等の軽減に係る補助金を受ける生徒等並びに東日本大震災発災前から既に授業料

等の軽減を受ける生徒等については、当該軽減額を先に控除し、なお授業料等につい

て負担が生じる場合、当該負担部分について本補助金が適用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  事業内容 補助対象者 補助対象経費 補助率 
補助限度額 

（１人当たり） 

外国人学校 

幼稚園相当課程 

授業料等 

の減免措置 
設置者 

授業料等の 

減免額 

減免額の

2/3 

259,126 円 

外国人学校 

小学校相当課程 
546,498 円 

外国人学校 

中学校相当課程 
530,795 円 

外国人学校 

高等学校相当課程 
491,118 円 

外国人学校 

その他高等教育相当課程 
上限なし 

専修学校 

（専門・一般課程） 

各種学校 

（上記課程以外） 

上限なし 

専修学校 

（高等課程） 

減免額の

10/10 
736,677 円 



 

２ 大規模災害対応分 

 

注１：高等学校段階の専修学校及び各種学校の授業料の減免に係る経費は、年間 396,000

円を上限とする。 

   ただし、中途退学した後、再び高等学校段階の専修学校及び各種学校で学び直す者

の授業料の減免に係る経費は、年間 297,000円を上限とする。 

注２：専修学校高等課程、高等学校就学支援金の対象となる専修学校一般課程及び各種学

校の授業料の減免に係る経費については、原則、支援初年度のみ対象とし、翌年度に

おいては、所得証明書等による通常の手続きでの確認ができない場合に限る。 

注３：補助金交付申請額は千円未満切捨てとなる。 

注４：私立学校等就学支援金（平成２２年４月１日付２２生文私振第７２号生活文化局長

決定）、公益財団法人東京都私学財団私立高等学校等授業料軽減助成金（平成２３年

４月１日制定）、高等教育の修学支援新制度により授業料減免を受ける生徒、その他

授業等の軽減に係る補助金を受ける生徒等並びに大規模災害発災前から既に授業料等

の軽減を受ける生徒等については、当該軽減額を先に控除し、なお授業料等について

負担が生じる場合、当該負担部分について本補助金が適用される。 

 

  事業内容 補助対象者 補助対象経費 補助率 
補助限度額 

（１人当たり） 

外国人学校 

幼稚園相当課程 

授業料等 

の減免措置 
設置者 

授業料等の 

減免額 

減免額の

2/3 

388,690 円 

外国人学校 

小学校相当課程 
819,748 円 

外国人学校 

中学校相当課程 
796,193 円 

外国人学校 

高等学校相当課程 

（注２） 

396,000 円 

（297,000 円） 

（注１） 

外国人学校 

その他高等教育相当課程 
上限なし 

専修学校 

（専門・一般課程） 

各種学校 

（上記課程以外） 

（注２） 

上限なし 

専修学校 

（高等課程） 

（注２） 

396,000 円 

（297,000 円） 

（注１） 


